
ても楽しいことが起こりそうな気がします。その
場が本屋なのかカフェなのか、はたまた居酒屋な
のか、検討の余地はありますが、さまざまな地域
の事例を研究して、どのような形が伊勢崎市に合
っているのか考えていきたいです。

　こんにちは！ まちなかイノベーターの関口咲季
子です。今回は、私がまちなかイノベーターとし
て活動していく上での２つの目標を紹介します。
伊勢崎のまちを好きになってもらう
＝地域のファンをつくる
　一つ目の目標は、情報発信を通じて「市内外に
自分と地域のファンを作ること」です。私は４月
から伊勢崎市民になった、いわゆる「よそ者」です。
まちなかイノベーターとしてまちなかに関わるよ
うになり、伊勢崎市には地元に強い思いがある人
たちがいることや、銘仙をはじめとする市内外に
誇れる歴史があることを知りました。そのような
まちとして誇れる人やものなどの情報を発信する
ことで、まちなかの人には愛着を持つきっかけに、
外の人には知ってもらうきっかけになればと思い
ます。そして、さらに「好きになってもらう＝地
域のファンを作ること」を目指していきたいです。
人が集まれる場をつくる
　二つ目の目標は「人が集まれる場を作ること」で
す。オンラインで十分に事足りてしまう昨今です
が、人と人が直接交流できる場をまちなかに作り
たいと考えています。そして、その場が市内外の
人がまちなかに集まるきっかけとなり、情報や文
化を集約したり発信したりする拠点になれば…と

問い合わせ　商工労働課（☎27－27５4）

まちなかイノベーターＮEWS!!協力隊
地域おこし伊

勢
崎

03

オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ

ン
い
せ
さ
き

新
規
参
加
者
募
集

国
民
年
金
加
入
者

の
産
前
産
後
期
間

は
保
険
料
が
免
除

土
地
・
建
物
・
償
却
資
産
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

令
和
６
年
度 

公
立
保
育
所
会
計
年
度
任

用
職
員
の
登
録
者
を
募
集
し
ま
す

　
市
内
の
公
立
保
育
所
で
、
保
育
士
や
看
護
師
、
労
務
技
士（
調
理
員
・

用
務
員
）と
し
て
働
く
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　こ
ど
も
保
育
課（
☎

（27）
２
７
５
１
）

　
自
宅
の
庭
を
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ

ン
と
し
て
開
放
し
て
く
れ
る
人
を

募
集
し
ま
す
。
洋
風
・
和
風
は
問

い
ま
せ
ん
。
花
や
緑
の
あ
る
自
慢

の
庭
を
開
放
し
、
た
く
さ
ん
の
人

に
見
て
も
ら
い
ま
せ
ん
か
。

公
開
日
　
令
和
６
年
４
月
13
日（
土
）、

14
日（
日
）、
５
月
11
日（
土
）、
12

日（
日
）、
６
月
８
日（
土
）、
９
日

（
日
）

※
公
開
す
る
日
程
を
選
ん
で
く
だ

さ
い
。
右
記
の
公
開
日
以
外
で
の

公
開
も
で
き
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　12
月

15
日（
金
）ま
で
に
電
話
で
環
境
政

策
課（
☎
（27）
５
５
９
６
）

【
保
育
士
】

対
象
　保
育
士
の
資
格
が
あ
る
人

報
酬
　
月
額
18
万
４
１
０
０
円

勤
務
時
間
　
平
日
午
前
７
時
か
ら

午
後
７
時
ま
で
の
間
で
７
時
間
30

分
の
交
代
勤
務

※
所
定
時
間
外
労
働
、
早
出
・
遅

出
の
勤
務
、
交
代
で
土
曜
日
に
半

日
の
勤
務（
２
カ
月
に
１
回
程
度
）

が
あ
り
ま
す
。
日
曜
・
祝
日
は
休

み
で
す

【
看
護
師
】

対
象

　正
看
護
師
ま
た
は
准
看
護

師
の
免
許
が
あ
る
人

報
酬
　
月
額
17
万
６
９
０
０
円

勤
務
時
間
　
平
日
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時

※
所
定
時
間
外
労
働
が
あ
り
ま
す
。

土
・
日
・
祝
日
は
休
み
で
す

【
労
務
技
士（
調
理
員
・
用
務
員
）】

対
象

●
調
理
員
＝
調
理
業
務
の
経
験
が

あ
る
人

●
用
務
員
＝
普
通
自
動
車
運
転
免

許
が
あ
る
人

報
酬
　
月
額
13
万
９
５
０
０
円

勤
務
時
間
　
平
日
午
前
８
時
30
分

～
午
後
４
時
30
分

※
所
定
時
間
外
労
働
が
あ
り
ま
す
。

土
・
日
・
祝
日
は
休
み
で
す

＊
　
　
　
＊

い
ず
れ
も

申
し
込
み
　申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
令
和
６
年
１
月
31

日（
水
）ま
で
に
直
接
こ
ど
も
保
育

課
へ

※
申
込
書
は
こ
ど
も
保
育
課
に
あ

り
ま
す
。
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す

※
申
し
込
み
後
に
書
類
審
査
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
連
絡
し
、
面

接
を
行
い
ま
す

※
報
酬
の
月
額
は
令
和
５
年
度
の

実
績
で
す

※
通
勤
手
当
・
期
末
手
当
の
支
給

が
あ
り
ま
す

※
令
和
５
年
度
の
会
計
年
度
任
用

職
員
の
登
録
者
も
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
20

歳
以
上
59
歳
以
下
の
人
が
出
産
を

し
た
場
合
、
産
前
産
後
期
間
に
か

か
る
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
免

除
と
な
り
ま
す
。
免
除
期
間
は
保

険
料
を
納
付
し
た
と
み
な
し
、
老

齢
基
礎
年
金
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４
カ

月
）以
上
経
過
し
て
の
出
産
の
こ

と
で
、
死
産
・
流
産
・
早
産
を
含

み
ま
す

免
除
対
象
期
間

●
単
胎
出
産
＝
４
カ
月
間

●
多
胎
出
産
＝
６
カ
月
間

申
し
込
み

　出
産
予
定
日
の
６
カ

月
前
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。
申
請

に
は
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
ま
た
は
運
転
免
許
証
な
ど
本

人
確
認
が
で
き
る
物
、
母
子
健
康

手
帳
な
ど
の
添
付
書
類
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

　年
金
医
療
課（
☎

（27）
２
７
４
１
）・
各
支
所
市
民
サ

ー
ビ
ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務

所（
☎
０
２
７

−

２
３
１

−

１
７

１
９
）

住
宅
を
建
て
替
え
中
の
人

　
令
和
６
年
１
月
１
日
時
点
で
、

住
宅
を
建
て
替
え
中
の
敷
地
で
次

の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に

つ
い
て
は
、
建
物
が
完
成
し
て
い

な
い
場
合
で
も
、
申
告
に
よ
り
引

き
続
き
住
宅
用
地
の
特
例
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
敷

地
が
住
宅
用
地
だ
っ
た

●
令
和
５
年
中
に
住
宅
の
建
設
が

着
手
さ
れ
、
令
和
６
年
12
月
31
日

ま
で
に
完
成
す
る

●
住
宅
の
建
て
替
え
が
同
一
の
敷

地
内
で
行
わ
れ
て
い
る

●
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
と
令

和
６
年
１
月
１
日
時
点
の
土
地
の

所
有
者
が
同
じ

●
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
と
建

築
中
の
住
宅
の
所
有
者
が
同
じ
ま

た
は
そ
の
親
族

申
告
期
限
　
令
和
６
年
１
月
31
日

（
水
）

用
意
す
る
物
　
建
築
確
認
通
知
書

の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人

番
号
ま
た
は
法
人
番
号
）が
分
か

る
物

建
物
を
取
り
壊
し
た
人

　
令
和
５
年
１
月
２
日
か
ら
令
和

６
年
１
月
１
日
ま
で
に
、
建
物
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た

人
、
取
り
壊
す
予
定
の
人
は
、
資

産
税
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
を
持
っ
て
い
る
人

　
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な

ど
を
経
営
し
て
い
る
人
や
駐
車
場

や
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
付
け
て
い
る

人
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い

て
い
る
有
形
資
産
を
償
却
資
産
と

い
い
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
市
内
に
事
業
用
の
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
法
人
・
個
人

は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
資
産
税
課
に
あ
り
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
告
期
限
　
令
和
６
年
１
月
31
日

（
水
）

※
法
定
の
期
限
は
令
和
６
年
１
月

31
日（
水
）で
す
が
、
事
務
処
理
上
、

令
和
６
年
１
月
19
日（
金
）ま
で
の

提
出
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い

【
主
な
償
却
資
産
の
例
】

　
次
の
よ
う
な
事
業
の
た
め
に
用

い
る
資
産
な
ど
で
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
る
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
構
築
物（
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
ハ

ウ
ス
、
看
板
、
広
告
塔
、
門
、
塀
、

駐
車
場
舗
装
な
ど
）

●
機
械
・
装
置（
旋
盤
、
プ
レ
ス

機
、
太
陽
光
発
電
装
置
な
ど
）

●
工
具
・
器
具
・
備
品（
応
接
セ

ッ
ト
、
陳
列
棚
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
税

額
を
正
し
く
算
定
す
る
た
め
、
令
和
６
年
１
月
１
日
時
点
で
住
宅
を
建
て

替
え
中
の
人
や
、
令
和
５
年
中
に
建
物
を
取
り
壊
し
た
人
、
令
和
６
年
１

月
１
日
時
点
で
市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
法
人
・
個

人
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　資
産
税
課
　
●
土
地
＝（
☎

（27）
２
７
２
０
）　
　
　
　
　

●
家
屋
・
償
却
資
産
＝（
☎

（27）
２
７
２
１
）

▲自慢の庭を公開してみませんか

※床面積の10倍までの敷地に特例措置が適
用されます

住宅用地の特例（専用住宅の例）
区分 面積 軽減率

固
定
　

資
産
税

小規模
住宅用地 200㎡まで 評価額の

６分の１
一般
住宅用地

200㎡を
超える部分

評価額の
３分の１

都
市
　

計
画
税

小規模
住宅用地 200㎡まで 評価額の

３分の１
一般
住宅用地

200㎡を
超える部分

評価額の
３分の２

　現在、いせさきＦＭで「まちなか情報局」と
いうコーナーを担当しており、毎月、まちな
かの人などを紹介しています。また、インス
タグラムなどでも私たちの活動やイベント情
報などを発信しており、今後はフリーペーパ
ーでも情報発信を行えたらと考えています。

いせさきＦＭでまちなかの情報を発信中！

いせさきＦＭ収録中の様子
関口咲季子さん（右）とゲストの高山華代さん（左）

▲市ホーム
ページ
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https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/hukusiko/kodomo/hoiku/7860.html

